
 

介護医療院 重要事項説明書 
医療法人外山胃腸病院 介護医療院 

１ 事業者の概要 

事業者の名称 医療法人 外山胃腸病院 

事業者の所在地 熊本県人吉市南泉田町１番地 

代表者の氏名 理事長 岐部 明廣 

電話番号 （０９６６）－２２－３２２１ 

ＦＡＸ番号 （０９６６）－２２－３２０４ 

 

２ ご利用施設 

施設の名称 医療法人 外山胃腸病院 介護医療院 

事業者の所在地 熊本県人吉市南泉田町１番地 

代表者の氏名 施設長 岐部 明廣 

電話番号 （０９６６）－２２－４８１８ 

ＦＡＸ番号 （０９６６）－２２－４８２８ 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 要介護状態にある高齢者に対して、適切な施設サービ

スを提供することを目的とします。 

運営方針 １．長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、

その有する能力に応じ自立した日常生活をいとなむこ

とができるよう施設サービス計画に基づいて、療養上

の管理・看護・医学的管理の下における介護その他の

世話及び機能訓練その他必要な医療を行います。 

２．入所されている方の意志及び人格を尊重し、常に

入院されている方の立場に立って施設サービスを提供

するよう努めます。 

３．地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、

他の介護保険施設、保険医療サービス、福祉サービス

の提供者との密接な連携に努めます。 

 

 

 

 



 

４ 施設の概要 

建物 構    造  鉄筋コンクリート造 

延床面積 ２，１６６．６㎡ 

利用定員 ２４名 

 

（１）居 室 

居室の種類 室    数 面    積 1人あたりの面積 

4人部屋 ６室 ３３．０５㎡ ８．２６㎡ 

 

（２）主な設備 

設備の種類 数 面積 

機能訓練室 1室 ９６．１９㎡ 

デイルーム（食堂） 1室 ７２．７１㎡ 

浴     室 
１室  特殊浴槽 １台 

    個  浴 １台 
２８．９７㎡ 

 

５ 職員体制 

医師 １名 

看護職員 ４名以上 

介護職員 ６名以上 

理学療法士 機能回復・維持のための訓練に必要な適当数 

作業療法士 〃    〃    〃 

言語療法士 〃    〃    〃 

薬剤師 １名 

管理栄養士または栄養士 １名 

介護支援専門員 １名（兼務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 

医師 ８：３０～１７：３０ 

看護職員 

 

早番 ７：３０～１６：３０（看護職員） 

７：００～１６：００（介護職員） 

日勤 ８：３０～１７：３０ 

遅番 １１：００～２０：００ 

夜勤 １６：３０～８：３０ 

介護職員 

理学療法士 ８：３０～１７：３０ 

作業療法士 ８：３０～１７：３０ 

言語療法士 ８：３０～１７：３０ 

薬剤師 ８：３０～１７：３０ 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

 

７ 施設サービスの概要 

種  類 内   容 

医療・看護 ご利用者の病状にあわせた医療・看護を提供します。 

医師は状況に応じて診察しますので、看護師等にお申し付け下さい。 

ただし、当施設では行えない手術等の急性期治療については急性期病棟に

移って治療します。 

排泄 ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 

入浴・清拭 入浴日：週２回 

入浴時間：９：００～１６：００の間で実施します。 

身体状況に応じ、機械を用いての入浴を実施しています。 

離床 寝たきり防止のため、毎日の離床のお手伝いをします。 

着替え 随時着替えのお手伝いをします。 

整容 身の回りのお手伝いをします。 

シーツの交換 シーツ交換は週１回・汚染時行います。 

機能訓練 理学療法士・作業療法士・言語療法士による入所者の状況に合わせた機能

訓練を行い、身体機能の低下の防止に努めます。 

 

 



 

８ 利用料 

 

（１）施設介護サービス費及び特定診療費 

区   分 利 用 料 

施設介護サービス費 

（ １日の費用 ） 

 

介護報酬の１割または２割をお支払いいただきます。 

（１割負担の場合） 

要介護１    ８２１円 

要介護２    ９３０円 

要介護３  １，１６５円 

要介護４  １，２６４円 

要介護５  １，３５５円 

 

（加算） 

・初期加算   ３０円 

 （入院された日から換算して３０日以内の期間に限る） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  １８円 

・療養食加算        １８円（３食分） 

・処遇改善加算（Ⅲ） １％ 

（施設介護サービス費＋特定診療費） 

 

特定診療費 

 

感染対策指導管理   ６円／日 

褥瘡対策指導管理（Ⅰ） ６円／日 

理学療法（Ⅰ） １２３円／回  

※１１回目以降 ８６円／回 

 

 

 



 

※１割～２割負担が高額になった時（高額介護サービス費の支給） 

同じ月に利用したサ

ービスの合計額が高額

になり、一定額を超え

た時は、申請により超

えた分が「高額サービ

ス費」として後から支

給されます。 

※市町村に「高額介護

サービス費等支給申請

書」を提出して下さい。 

利用者負担段階区分 上限額（世帯合計） 

一般世帯 約３万７２００円～ 

約４万４４００円 

住民税非課税世帯 約２万４６００円 

住民税非課

税世帯 

・合計所得金額および 

課税年金収入額の合計が

８０万円以下の人 

 

・老齢福祉年金の受給者 

 

約１万５０００円（個人※） 

 ・生活保護受給者 

・利用者負担を約１万５０００円に減

額することで生活保護の受給者となら

ない場合 

約１万５０００円（個人※） 

※世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。 

 

（２）食事（食費） 

食事 ・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利

用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

・食事は出来るだけ離床して食堂で食べていた

だけるように配慮します。 

（食事時間） 

朝食  ８：００ より 

昼食 １２：００ より 

夕食 １８：００ より 

負担額（1日あたり） 

約 １，３８０円 

 

 負担限度額（１日あたり） 

第１段階の方 ３００円 

第２段階の方 ３９０円 

第３段階①の方 ６５０円 

第３段階②の方 １，３６０円 

第４段階の方 １，４４５円 

食費の負担限度額は本人及び世帯の収入により異なります。 

・第１段階の方・・・生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が 

市町村民税非課税の方 



 

・第２段階の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が８０万円以下かつ、預貯金等の 

合計が６５０万円（夫婦は１，６５０万円）以下 

・第３段階①の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下かつ、 

預貯金等の合計が５５０万円（夫婦は１，５５０万円）以下 

・第３段階②の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が１２０万円超かつ、預貯金等の 

合計が５００万円（夫婦は１，５００万円）以下 

・第４段階の方・・・上記以外の方 

 

（３）居室（居住費） 

 負担限度額（１日あたり） 

第１段階の方 ０円 

第２段階の方 ４３０円 

第３段階①の方 ４３０円 

第３段階②の方 ４３０円 

第４段階の方 ４３７円 

居住の負担限度額は本人及び世帯の収入により異なります。 

・第１段階の方・・・生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が 

市町村民税非課税の方 

・第２段階の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が８０万円以下かつ、預貯金等の 

合計が６５０万円（夫婦は１，６５０万円）以下 

・第３段階①の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下かつ、 

預貯金等の合計が５５０万円（夫婦は１，５５０万円）以下 

・第３段階②の方・・・世帯全員が市町村民税非課税の方で本人の合計所得金額と 

本人の年金収入額の合計が１２０万円超かつ、預貯金等の 

合計が５００万円（夫婦は１，５００万円）以下 

・第４段階の方・・・上記以外の方 

 

※ 低所得による自己限度額の適用を受ける為には、市町村に申請し「介護保険負担限度額

認定証」の発行を受けて下さい。 

※ Ｈ２７年８月１日より介護保険負担割合証が発行されておりますので必ずご提示くだ

さい。 



 

（４）その他 

サービスの種別 内  容 自己負担額 

理髪（外部業者） 訪問理容が利用可能です。 実費 

テレビカード １枚：１０００円。別館３階デイルームのカ

ード自販機にて販売しています。 

 

 

９ 利用料等の支払方法 

  毎月、月末締めとし、翌月１５日までに前月分の請求をいたしますので、病院本館 

窓口でお支払いください。 

１０ 苦情等申立 

 当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、苦情相談担当

者までお気軽にご相談ください。迅速に対応し責任をもって調査、改善をさせていただき

ます。 

  苦情相談担当者：村田 八千代（介護医療院 看護師） 

  連絡先：  電 話 ０９６６（２２）４８１８ 

        ＦＡＸ ０９６６（２２）４８２８ 

 

 【体制・処理】 

  苦情が発生した場合は、事実確認を行い内容・問題点を理解した上で、内部検討を行

い、対応策を講じます。 

  検討の結果について、入所様及びご家族に対し、説明を行った上で、速やかに解決を

図るように対処し、同意を得られるように努めます。 

  苦情相談は記録に残し保存します。 

 

（行政機関苦情受付機関） 

  ・人吉市役所（高齢者支援課介護保険係） 

    人吉市西間下町７－１ 市役所１階６番窓口 

        電 話 ０９６６（２２）２１１１ 

  ・熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 

    熊本市健軍１丁目１８番７号 

        電 話 ０９６（２１４）１１０１ 

        ＦＡＸ ０９６（２１４）１１０５ 



 

１１ 事故発生時の対応 

 当施設は、サービス提供にあたり事故が発生した場合、速やかに家族または緊急連絡先

へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、速やかに市町村への事故報告も行い 

ます。 

 サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

１２ 非常災害時の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の対応 別途定める「医療法人外山胃腸病院 別館消防計画」に則り対応を行います。 

近隣との協力

関係 

鍛冶屋町消防団と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束してい

ます。 

平常時の訓練 
別途定める「医療法人外山胃腸病院 別館消防計画」に則り年２回、夜間及

び昼間を想定した避難訓練を入所者の方も参加して実施します。 

防災設備 

スプリンクラー 

避難階段 

自動火災報知器 

誘導灯 

ガス漏れ報知器 

防火扉・シャッター 

屋内消火栓 

非常通報装置 

漏電火災報知器 

非常用電源 

カーテン等は、防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 人吉下球磨消防組合中央消防署への届出日平成２１年１０月２３日 



 

１３ 当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

来訪・面会 面会時間 １３：３０～１６：００（※１） 

来訪者は面会時間を遵守してください。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出て

ください。（別紙書面への記入をお願いします。） 

居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して

いただくことがあります。 

喫煙・飲酒 施設内、敷地内での喫煙、飲酒はお断りします。 

携帯電話の使用 携帯電話は、医療機器に影響を与えますので、院内では電源を

お切り下さい。 

所持金の管理 高額な金銭は所持されないようにお願いします。所持金は入所

者の責任のもとに管理していただき、もし紛失等されても、当

施設は責任が取れませんので、ご了承ください。 

迷惑行為 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

他の入所者の許可なく、その居室等に立ち人らないようにして

ください。 

宗教活動・政治活動 施設内での他の入所者に対ずる執拗な宗教活動及び政治活動は

ご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

他医療機関への受診 他医療機関への受診を希望される場合、職員へ必ず申し出てく

ださい。 

※１：感染症流行時は感染予防のため、面会の制限を実施する場合があります。 

 

平成３０年９月１０日作成 

令和３年７月３０日更新 

令和６年７月３１日更新 

令和７年４月 1日更新 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

当事業は、医療法人 外山胃腸病院 介護医療院 重要事項説明書に基づいて、介護医

療院の重要事項を説明しました。 

 

令和   年   月   日 

     事業者  住  所   熊本県人吉市南泉田町１番地 

          事 業 者   医療法人 外山胃腸病院 

          代 表 者   理事長 岐部 明廣 

     事業所  外山胃腸病院 介護医療院  

          熊本県知事許可番号  

          住  所   熊本県人吉市南泉田町１番地 

          管 理 者   施設長 岐部 明廣 

     説明者  職  種    

          氏  名                 印 

 

 

私は、医療法人 外山胃腸病院 介護医療院 重要事項説明書に基づいて、介護医療

院の重要事項の説明を受け、内容に同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者      住  所  

 

氏  名                 印 

 

   利用者の家族等  住  所 

 

         氏  名                 印 

       

            続  柄 

 

            TEL                 

 

 

 

 

 



 

 《当院保管用》 

当事業は、医療法人 外山胃腸病院 介護医療院 重要事項説明書に基づいて、介護医

療院の重要事項を説明しました。 

 

令和   年   月   日 

     事業者  住  所   熊本県人吉市南泉田町１番地 

          事 業 者   医療法人 外山胃腸病院 

          代 表 者   理事長 岐部 明廣 

     事業所  外山胃腸病院 介護医療院  

          熊本県知事許可番号  

          住  所   熊本県人吉市南泉田町１番地 

          管 理 者   施設長 岐部 明廣 

     説明者  職  種    

          氏  名                 印 

 

 

私は、医療法人 外山胃腸病院 介護医療院 重要事項説明書に基づいて、介護医療

院の重要事項の説明を受け、内容に同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者      住  所  

 

氏  名                 印 

 

   利用者の家族等  住  所 

 

         氏  名                 印 

       

            続  柄 

 

            TEL                 

 

 

 

 


